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徳山工業高等専門学校学生会会則

第１章 総 則

（趣 旨）

第１条 この会則は，徳山工業高等専門学校学生準則第１９条に基づき，徳山工業高等専門

学校学生会（以下「学生会」という。）に関し必要な事項を定める。

（組 織）

第２条 学生会は，次に掲げる徳山工業高等専門学校に在学する学生（以下「会員」とい

う。）で組織する。

(1) 本科会員 本科の１年生から５年生

(2) 専攻会員 専攻科の１年生から２年生

（目 的）

第３条 学生会は，学校の指導のもとに，学生の自発的な活動を通して，その人間形成を助

長し，次に掲げる事項を目標としてその達成に努めることを目的とする。

(1) 学生生活を楽しく豊かで規律正しいものにし，良い校風をつくる態度を養う。

(2) 健全な趣味や豊かな教養を養い，個性の伸長を図る。

(3) 心身の健康を助長し，余暇を活用する態度を養う。

(4) 学校生活における集団の活動に積極的に参加し，自主性を育てるとともに集団生活に

おいて協力し，民主的に行動する態度を養う。

(5) 学校生活において自治的能力を養うとともに，公民としての生活を向上させる。

（遵 守）

第４条 学生会の活動を行うにあたっては，学生準則第１９条第２項に定める遵守事項に違

反することなく会を運営する。

第２章 機 関

（機 関）

第５条 学生会を運営するために，次の各号に掲げる機関をおく。

(1) 評議委員会

(2) 執行委員会

(3) 会計監査委員会

(4) 選挙管理委員会

（構 成）

第６条 学生会は，次の役員により運営する。

(1) 会長

(2) 副会長

(3) 評議委員

(4) 執行委員

(5) 会計監査委員
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(6) 選挙監理委員

（任 期）

第７条 役員の任期は，毎年４月当初に始まり，翌年３月末日に終わるものとする。

２ 役員に欠員を生じた場合は，役員ごとに補充を行う。なお，役員の任期は，前任者の残

余期間とする。

第３章 総 会

（権 限）

第８条 総会は，学生会の最高議決機関である。

（定期総会）

第９条 定期総会は，年度始めに開催し，次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 会則の改廃に関すること。

(2) 予算及び決算に関すること。

(3) 事業計画の承認及び会務報告に関すること。

(4) その他本会に関する重要事項に関すること。

（臨時総会）

第10条 臨時総会は，次の場合に開催することができる。

(1) 評議委員会において評議委員の３分の１以上が総会の開催を必要と認めたとき。

(2) 会員の３分の１以上の署名があったとき。

（招集，議題の公示）

第11条 総会は，会長が招集を行う。

２ 総会の招集及び議題の公示は，５日前までに行わなければならない。ただし，評議委員

会において緊急と認められた場合には，この限りではない。

（定足数・議決）

第12条 総会は，会員の３分の２以上の出席によって成立する。

２ 総会の議決は，出席会員の過半数の同意を必要とし，可否同数の場合には議長の決する

ところによる。ただし，会則の改廃，不信任決議等の重要案件は，出席会員の３分の２以

上の賛成を必要とする。

（議長・副議長）

第13条 総会に議長，副議長及び書記を各１名おく。

２ 総会の議長，副議長及び書記は，評議委員会の委員長，副委員長及び書記がこれにあた

る。

第４章 評議委員会

（審議事項）

第14条 評議委員会は，総会に次ぐ議決機関である。

２ 評議委員会は，次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 選出母体の意志を反映して，執行委員会に勧告すること。

(2) 会則の改廃に関すること。

(3) 会計監査に関すること。
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(4) 予算及び決算に関すること。

(5) 定期総会に関すること。

(6) 臨時総会に関すること。

(7) 執行委員の承認に関すること。

(8) 部及び同好会の活動，新設，廃止に関すること。

(9) その他学生会の運営に関すこと。

（組 織）

第15条 評議委員会は，各学級より２名ずつ選出された委員により組織する。

（辞 任）

第16条 評議委員は，評議委員会解散以外は選出母体の承認を得なければ辞任することがで

きない。また，選出母体の３分の１以上の要求があった場合，その評議委員の進退は選出

母体の議決に従うものとする。

（委員長等）

第17条 評議委員会の委員長，副委員長及び書記は，評議委員の中より１名ずつ互選される

ものとする。

２ 評議委員会の委員長，副委員長，書記及び委員は，他の学生会役員（部長は除く。）と

兼務することはできない。

（委員会）

第18条 評議委員会は，委員長が招集を行う。

２ 評議委員会の招集及び議題の公示は，開会３日前までに行われなければならない。

３ 委員長は，次に掲げる事項が生じた場合には，ただちに委員会を招集しなければならな

い。

(1) 評議委員の３分の１以上の連名要求があったとき。

(2) 執行委員会から要請があったとき。

(3) 会計監査委員会から要請があったとき。

(4) その他委員長が必要と認めたとき。

（定足数・議決）

第19条 評議委員会は，委員の３分の２以上の出席によって成立する。

２ 議決は，出席委員の過半数の同意を必要とし，可否同数の場合には委員長の決するとこ

ろによる。

（解 散）

第20条 評議委員会は，次の場合解散しなければならない。

(1) 評議委員会が自ら解散を決議したとき。

(2) 総会において不信任を議決されたとき。

第21条 評議委員会が解散した場合は，新評議委員会が成立するまで引続きその任務を行う

ものとする。

２ 各選出母体は，改めて評議委員の選出を行い，速やかに新評議委員会を発足させなけれ

ばならない。

（委員会出席の義務）

第22条 執行委員は，議案について発言するためにいつでも評議委員会に出席することがで
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きる。また，答弁あるい説明のために出席を求められた場合は出席しなければならない。

第５章 執行委員会

（機 能）

第23条 執行委員会は，学生会の最高執行機関であり，総会及び評議委員会の決議事項の執

行にあたる。

（会長・副会長）

第24条 会長は，学生会を代表して総括し，総会及び評議委員会で議決されたすべての事項

の執行に関する権限と責任を負い，最高責任者となる。

２ 副会長は会長を補佐し，会長が不在又は事故のときは，その会務を代行する。

第25条 執行委員会は，会長，副会長及び各局長，副局長並びに局員で構成される。

第26条 会長及び副会長は，会員の立候補制とし選挙によって選出され，総会及び学校長の

承認を得て就任する。

２ 会長及び副会長は，他の学生会役員と兼務することはできない。

（執行委員）

第27条 会長は，副会長と合議のうえ，本科会員の中より総務局，会計局，風紀局，文化局，

体育局，高専祭実行局の局長及び副局長並びに構成員を指名し，評議委員会の承認を得て

任命できる。

２ 前項の局長，副局長及び構成員は，それぞれの担当する事務を分掌するが，他の役員と

兼務することはできない。

（統 括）

第28条 執行委員会は，会長がこれを統括する。

２ 執行委員会は，会長が招集を行う。

（職 務）

第29条 執行委員会に次の諸機関をおく。

(1) 総務局 総務局には，総務係，庶務係及び広報係をおく。

(2) 会計局 会計局には，会計係及び物品係をおく。

(3) 風紀局 風紀局には，風紀係及び美化係をおく。

(4) 文化局 文化局には，文化関係の部及び同好会をおく。

(5) 体育局 体育局には，体育関係の部及び同好会をおく。

(6) 高専祭実行局をおく。

２ 前項の各局（係）における職務は，次の各号に掲げる事項を行う。

(1) 総務局

総務係－ 高専祭，体育祭，クラスマッチ等学生会活動全般に関する立案と実施に

関すること。

庶務係－ 総会，執行委員会及び局の記録の作成と保存に関すること。

評議委員会の記録の保存に関すること。

他校学生会との連絡交渉及びその記録の保存に関すること。

部員名簿，年間事業計画書，対外競技記録の保存に関すること。

広報係－ 広報活動に関すること。
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学生会誌「高城」の編集に関すること。

(2) 会計局

会計係－ 活動全般の会計業務，予算書の作成に関すること。

決算及び会計監査に必要な書類整備に関すること。

物品係－ 学生会が管理すべき物品の管理に関すること。

(3) 風紀局

風紀係－ 校内外の規律維持に関する立案と実施に関すること。

美化係－ 構内の美化に関する立案と実施に関すること。

(4) 文化局

各文化部，同好会の連絡調整に関すること。

活動状況の把握，入部及び退部等の手続きに関すること。

講演会等の開催及び対外的文化活動の交渉に関すること。

(5) 体育局

各体育部，同好会の連絡調整に関すること。

活動状況の把握，入部及び退部等の手続きに関すること。

クラスマッチ等の開催に関すること。

定期戦，対外試合の企画及び開催に関すること。

(6) 高専祭実行局

高専祭の実施に関すること。

（文化局・体育局）

第30条 文化局は，各文化部，体育局は，各体育部で構成される。

２ 文化局及び体育局の職務を円滑に行うために文化局委員会及び体育局委員会をおくこと

ができるものとする。

３ 文化局長及び副局長，体育局長及び副局長は，それぞれの局委員会の議長及び副議長と

なり，必要に応じて局委員会を開催するものとする。

第６章 部及び同好会

（構 成）

第31条 部は，会員の同好者によって構成され設置される。

２ 顧問教員は，校長の任命した教員１名以上とする。

第32条 各部には，互選による部長，副部長及び会計各１名をおく。

(1) 部長は，その部を代表し部活動の中心となる。

(2) 副部長は，部長を補佐し，部長に事故あるときは代行する。

(3) 会計は，部費の出納及び部に属する財産を管理する。

(4) 部長，副部長及び会計の任期は１年とし，毎年２月までに改選する。

（活 動）

第33条 部長は，当該局長を経て会長の示す日までに部員名簿及び年間事業計画書を総務局

に，年間予算要求書を会計局に提出しなければならない。また，部員の入退部，年間活動

計画書の変更が生じたら直ちにその旨を総務局に連絡する。

第34条 部長は，対外活動を行う場合には，所定の書類を顧問教員を経て学校長に提出し，



- 205 -

その許可を受けなければならない。

第35条 部長は，対外活動終了後直ちに，その活動報告書を作成して校長に報告しなければ

ならない。

第36条 各部の経費支出は，所定の請求書に必要書類を添えて顧問教員を経て会計局に提出

する。

第37条 各部の年間経費支出額は，予算額を超えてはならない。なお，残額は，次年度に繰

り越さないものとする。（学生会予備費に繰り入れる。）

（新設・廃止））

第38条 部の新設を行う場合は，その責任者が当該局長を経て，所定の書類に必要事項を記

載して２月中に執行委員会に提出し，総会の議決，学校の承認を得た後に成立するものと

する。

２ 新設を行う場合の部員数は，１０名以上を必要とする。

第39条 次の各号に該当する場合は，評議委員会で審議し，部の活動停止，降格，廃止を命

じられることがある。

(1) 予算運用の不正，物品の破損紛失の著しいとき。

(2) 部員数が１０名に満たなくなったとき。

第40条 学生会の部に準ずるものとして同好会をおくことができる。

２ 同好会の新設を行う場合は，その責任者は構成人員，設立申請時期を定めず評議委員会

で審議し，総会の承認を得た後に設立するものとする。

３ 同好会は，原則として必要経費を請求することができない。

第41条 部又は同好会への所属は，原則として１人１部（同好会も含む。）制とする。

第42条 部又は同好会の加入及び脱退は，拘束されない。

第７章 罷免・辞任

（罷免・辞任）

第43条 会長及び副会長が総会において出席会員の３分の２以上をもって不信任の議案を可

決された場合又は信任の議案を否決されたときは罷免される。

２ 会長及び副会長を除く執行委員は，総会又は評議委員会において出席会員又は委員の３

分の２以上をもって不信任の議案を可決された場合又は信任の議案を否決されたときは罷

免される。

３ 執行委員は，総会又は評議委員会において正当な理由があると認められなければ辞任す

ることができない。

４ 各局員は，会長の許可を受ければ辞任できる。

第44条 前条各項によって罷免又は辞任がなされたときは，速やかに交替がなされなければ

ならない。交替のための手続きは，該当する役員又は局員の選出の規定に従うものとする。

第８章 財 政

（経 費）

第45条 学生会の会費は，入会金，会費，臨時会費，寄付金，補助金及びその他の収入をも

ってあてる。
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（会費等）

第46条 本科会員は，学生会に入会の際に入会金として１，０００円を納入する。

２ 本科会員は，学生会を運営するために会費として年額４，０００円を納入する。ただし，

学生会の事業遂行上必要があるときは，評議委員会の議決を経たのち総会の承認を得て，

臨時会費を徴収することができるものとする。

３ 専攻会員は，入会金及び会費の納付を免除することができる。

４ 納入された入会金及び会費は返さないものとする。

（会計年度）

第47条 会計年度は，毎年４月１日に始まり，翌年３月３１日をもって終わる。

（支 出）

第48条 すべての経費支出は，予算の定めるところに従い執行されなければならない。ただ

し，やむを得ない事情が生じた時は，執行委員会において審議し，総会に報告するものと

する。

（予備費）

第49条 予見し難い支出に充てるため，予備費を設けることができる。

２ 予備費は，原則として予算総額の１０分の１以上を計上するものとする。

３ 予備費の支出については，会長は予め評議委員会の承認を得るものとする。ただし，緊

急やむを得ないときは，事後に評議員会の承認を受けることもできる。

（会計報告）

第50条 会計局は，毎年３月末日までに評議委員会に報告し，承認を得なければならない。

第９章 会計監査委員会

（会計監査）

第51条 会計監査委員会は，学生会の会計が公正に執行されるているか監査事務にあたる。

（組 織）

第52条 会計監査委員は，３年生の各学級より１名ずつ選出された委員により組織する。

（監査の時期）

第53条 会計監査は，毎年３月末に会計監査委員会がこれを行う。

（指 導）

第54条 会計監査の指導は，徳山工業高等専門学校事務部の職員より指導を受けることが

できる。

第１０章 選挙管理委員会

（機 能）

第55条 選挙管理委員会は，会長及び副会長の選挙が公正に執行されるよう管理し，これ

に関する一切の事務にあたる。

（組 織）

第56条 選挙管理委員は，各学級より１名ずつ選出された委員により組織する。

２ 顧問教員は，校長の任命した教員１名とする。
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（委員長・副委員長）

第57条 選挙管理委員会委員長及び副委員長は，選挙管理委員の中より１名ずつ互選され

るものとする。

第１１章 雑 則

（承認事項）

第58条 学生会は，次の各号に掲げる事項について学校長に報告するものとする。

(1) 会則の改廃に関すること。

(2) 事業計画及び予算に関すること。

(3) 事業報告及び決算に関すること。

(4) 部及び同好会の設置，廃止に関すること。

(5) 校外団体の交渉に関すること。

(6) 学生会長及び副会長の就任に関すること。

(7) その他学生会の運営に関する重要事項に関すること。

（活動停止）

第59条 部又は同好会の活動が学校の規則に反する場合は，学校長はその部又は同好会の

活動の停止又は廃止を命ずることができる。

（報告事項）

第60条 会長は，執行委員が選出，罷免又は辞任がなされたときは，これを遅滞なく学校

長に届け出るものとする。

第61条 この会則の施行に必要な細則は別に定めることができるものとする。

附 則

この会則は，昭和４９年１０月 １日より施行する。

附 則

この会則は，平成１４年 ４月 １日より施行する。
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徳山工業高等専門学校学生会会計細則

第１条 徳山工業高等専門学校学生会会則（以下「会則」という。）第49条の規定により，

学生会会計および監査に関し，この細則を定める。

（会 計）

第２条 本会の会計業務は，会長の責任において会計局がとりあつかい，現金の収支ならび

に保管については，本校事務部に委託するものとする。

第３条 会計局は，会費および入会金の納入日のおそくとも３日以内に納入期日を公示しな

ければならない。

第４条 会計局は会費および入会金の領収書を交付しなければならない。

第５条 臨時会費についても第３条および第４条の方法をとるものとする。

第６条 本校学則第22条にもとづいて休学するものは，月割計算により，休学当月の翌月か

ら復学当月の前月までの会費を免除する。ただし会費の納付期限後における休学の場合

（会費の徴収猶予を許可している場合を除く）その期の会費についてはこの限りではない。

第７条 会費の徴収猶予を許可されたもので，その納付期限以前に休学または退学の許可を

受けようとするときは，月割計算により，その月までの会費を納付しなければならない。

第８条 学年の中途入学したものが前期または後期において納付する会費は，入学の日の属

する月からその期の最後の月までの月割計算による額とし，入学の日の属する月の末日ま

でに納付するものとする。

第９条 学年の中途に退学するものは，退学する日の属する時期が前期である時は，会費の

年額の２分の１に相当する額の会費を，また退学する日の属する時期が後期である時は，

会費の年額に相当する額の会費を納入するものとする。

第10条 会員が次の各号に該当する場合は，会員の申請にもとづき，会長が各期分の会費に

ついて徴収を猶予することがある。

(1) 経済的理由により，納付期限までに会費の納付が困難と認められる場合。

(2) その他やむを得ないと認められる場合。

第11条 寄付金，補助金などの申し出があった場合は，評議会の承認をもって，これを受け

ることができるものとする。

第12条 本会の収入金は，会長名をもって所定の銀行または郵便局に預けなければならない。

第13条 会長は，次の手続きを経て予算案を作成しなければならない。

(1) 会長は各局長に経費の年間予算要求書および年間事業計画書を提出させるものとする。

(2) 会長は，会計局を指導して予算原案を作成する。

(3) 予算には，予期しがたい支出にそなえるため，予備費を計上しなければならない。

第14条 会長は，臨時収入などのため，予備費が必要以上にふえた場合は，補正予算をくむ

ことができる。

２ 補正予算の作成および執行は，予算のそれに準ずるものとする。

第15条 各部は，物品納入後１週間以内に，会計局に納品書を提出するものとする。

２ 本会会則第39条にもとづいて物品を購入する場合には，会計局は，納品書の内容を審査
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した後，会長の決裁を得て，支出の手続きをとらなければならない。

第16条 会計局は，本会の所有する備品の台帳を作成しなければならない。

第17条 物品は，各部長の責任において，常に確実，安全な方法で保管しなければならない。

第18条 備品に破損，あるいは紛失が生じた場合，部長はすみやかに会長に報告しなければ

ならない。

第19条 本会の財産に損害を与えた者には，会長はその弁償を求めることができるものとす

る。

第20条 弁償については，会長が関係者と協議して決定するものとする。

（監 査）

第21条 監査委員は，その業務に関して，総会以外のいかなる機関からも，制約を受けない。

第22条 監査委員は，会計業務が，規約および細則によって確実に行われている事を確認し

なければならない。

第23条 監査委員は，帳簿を点検した場合は，検印を押さなければならない。

第24条 監査委員は，会則第55条の２回の他に臨時の業務を行うことができる。

第25条 会計監査業務によって不備が発見された場合は，不備が是正されるまで，監査委員

は，関係者と協議したうえで予算の使用を停止することができる。

第26条 監査委員は，監査結果を評議会に報告し，かつ会員に公示しなければならない。

附 則

この細則は昭和49年10月１日より施行する。
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徳山工業高等専門学校学生会選挙管理細則

第１条 徳山工業高等専門学校学生会会則（以下「会則」という。）第58条の規定により，

学生会会長および副会長の選挙に関し，この細則を定める。

第２条 選挙の事務と管理は，会則に定めるところにより，選挙管理委員会（以下「選管」

という。）がこれにあたる。

第３条 選管は，その業務に関して総会以外のいかなる機関からも制約を受けない。

第４条 選挙管理委員の任期は１カ年とし，毎年４月に改選される。

第５条 選管は次の職務を行う。

(1) 選挙日時および場所の公示。

(2) 立候補者の公示。

(3) 立会演説会。

(4) 選挙運動についての必要事項の決定。

(5) 投票事務。

(6) 開票事務および結果の報告。

第６条 選挙管理委員は，下記のいずれかに該当する場合解任されるものとする。

(1) 正副会長に立候補した場合。

(2) 会則に定めてあるすべての委員のいずれかに属した場合。

２ 選挙管理委員は選挙運動をすることはできない。

第７条 次期会長選挙は，現会長の任期終了前３ヶ月以内に行うことを原則とする。

２ 辞任，罷免等による補充選挙は，欠員を生じた日より20日以内に行う。この場合の当選

者の任期は，前任者の残余期間とする。

第８条 立候補者受付期間は最低５日間とする。

２ 会長または副会長に立候補しようとするものは，受付期間中に責任者１名，推薦者５名

以上が署名した所定の名簿を付して，選挙管理委員長に届け出なければならない。

３ 選挙日10日前までに立候補がない場合には評議会が推薦した者に対して信任投票を行う。

第９条 選挙公示と投票日との間には，原則として，10日間以上の余裕がなければならない。

第10条 立候補者の選挙運動は，選管の指示に従って行わなければならない。。

第11条 投票は無記名とし，全会員の３分の２以上の投票を要する。

２ 投票用紙の記入方法は，選管がそのつどこれを決定する。

３ 代理投票および不在投票は認めない。

第12条 立候補者が１名の場合は，信任投票を行い，全会員の過半数をもって当選とする。

第13条 次に掲げる投票は無効とする。

(1) 所定以外の用紙を用いた場合。

(2) 立候補者以外の氏名を記入した場合。

(3) 確認し難い氏名を記入した場合。

(4) 必要記入事項以外のことを記入した場合。

２ その他疑義を生じた場合は選管の審議により決定する。
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第14条 開票および開票結果の公示は，投票終了後，その日を含めて５日以内に行わなけれ

ばならない。

第15条 立候補者の当選に際しては，全会員の過半数の指示投票を必要とする。

２ 立候補者に対する支持投票数が過半数に満たない場合には最高得票者と次点者とで３日

以内に決選投票を行う。

第16条 選挙活動にあたっては次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) ポスターはＢ４判とし各学級に１枚宛掲示する。

(2) 前号のポスターには選管の検印を必要とする。

２ 立会演説会は全学生を対象として，選管が主催する。

附 則

この細則は昭和49年10月１日より施行する。

附 則

この細則は平成16年４月１日より施行する。




